
「ぐんまちゃんの食べきり協力店」登録実施要領 

 

（目的） 

第１ この要領は、生ごみの減量や、本来食べることができるにもかかわらず

廃棄される食品（以下「食品ロス」という。）の削減に向けた取組を実践す

る店舗を、「ぐんまちゃんの食べきり協力店」（以下「協力店」という。）

として登録し、その取組を広く周知することにより、県民等の意識啓発を図

り、もって外食及び食料品販売における生ごみの減量及び食品ロスの削減を

促進することを目的とする。 

 

（登録の対象） 

第２ 登録の対象は、群馬県内で営業する飲食店、宿泊施設及び食料品小売店

（以下「店舗」という。）とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、

暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者が経営している店舗

は、登録の対象としない。 

 

（登録の要件） 

第３ 県は、次に掲げる取組項目を１つ以上実践する店舗を協力店として登録

する。 

（１）小盛、ハーフサイズメニュー等の設定 

（２）来店者からの要望に応じた量の調整 

（３）食べ残し削減の呼びかけ 

例：宴会での食べきりの呼びかけ、注文受付時に適量注文の呼びかけ、食べきり協力店である  

旨の呼びかけ等 

（４）食べ残しの持ち帰り希望者への対応 

例：食べ残した料理等について、消費期限や食品衛生等の留意事項を説明した上での持ち帰り、 

持ち帰り容器の提供、店内での案内等 

（５）特典の提供 

例：食べきった来店者にポイントや次回割引券の提供等 

  賞味期限・消費期限が迫った商品の値引き、閉店間際における値引き販売 

（６）賞味期限・消費期限が近い順に購入することを促す呼びかけ 

（７）量り売り、ばら売り、少量パック等による販売 

（８）食品廃棄物のリサイクル 

例：仕込み過ぎや食べ残しの食品、賞味期限・消費期限切れの食品の飼料化・堆肥化等 

（９）ポスター等の掲示による啓発活動の実施 

（10）その他生ごみの減量・食品ロスの削減につながる取組 

 



 

（協力店の役割） 

第４ 協力店は、前条各号の取組を積極的に実践し、生ごみの減量及び食品ロ

スの削減に努めるものとする。 

２ 協力店は、県から交付されたポスター及びステッカー等を店舗内の見えや

すい場所に掲示し、来店者に対し、この取組について積極的にＰＲし、周知

を図るものとする。 

３ 協力店は、この取組に関し、県が実施する調査に協力するよう努めるもの

とする。 

 

（登録手続等） 

第５ 協力店として登録を希望する事業者（以下「申請者」という。）は、申

請書（様式第１号）に店舗をＰＲする写真又は写真データを添付し、県へ郵

送、FAX、E-MAIL 又は持参のいずれかの方法で提出するものとする。 

２ 申請者は、群馬県内の複数の店舗を協力店として登録を希望するときは、

登録を希望する店舗を登録店舗一覧（様式第１号別紙）に取りまとめること

により、一括して申請することができる。 

３ 県は、申請者から提出された申請書の内容を確認し、第３の登録要件を満

たしていると認められるときは、協力店として登録し、申請者にポスター及

びステッカー等を交付するものとする。 

 

（協力店の情報発信） 

第６ 県は、登録した協力店の店舗情報及び取組内容等を、県ホームページで

幅広く紹介するものとする。 

２ 申請者は、県に申請書を提出した時点において、当該申請者の店舗情報及

び取組内容等を県がホームページへの掲載その他の方法により広報すること

を承諾したものとする。 

 

（登録内容の変更） 

第７ 協力店は、登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに登録内容変更

届（様式第２号）により県に届け出るものとする。 

２ 県は、前項の届が提出されたときは、必要に応じて県ホームページの掲載

内容を修正するものとする。 

 

（登録の中止） 

第８ 協力店は、第３の登録要件を満たさなくなったとき又は店舗を廃止する

ときは、登録中止届（様式第３号）により県に届け出るとともに、県から交

付されたポスター及びステッカー等の掲示を速やかに中止しなければならな



い。 

２ 県は、前項の届が提出されたときは、当該店舗情報及び取組内容等を県ホ

ームページから削除するものとする。 

 

（登録の取消し） 

第９ 県は、協力店が第３の登録要件を満たしていないと認められるとき、協

力店としての信用を失墜する行為など登録を継続することが適当でないと認

められるときは、登録を取り消すことができるものとする。 

２ 前項の規定により登録を取り消された店舗は、県から交付されたポスター

及びステッカー等の掲示を速やかに中止しなければならない。 

３ 県は、第１項の規定により登録を取り消したときは、当該店舗情報及び取

組内容等を県ホームページから削除するものとする。 

 

（その他） 

第１０ この要領に定めるもののほか、協力店の登録制度に関して必要な事項

は、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２９年８月２８日から施行する。  

 

   附 則 

 この要領は、令和２年２月１日から施行する。  

 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

    

附 則 

 この要領は、令和３年１２月１７日から施行する。  

 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。  

 



（様式第１号）                       令和  年  月  日 

ぐんまちゃんの食べきり協力店登録申請書 

１．基本情報（◆印の内容は，県ホームページに情報を掲載いたします。） 

【複数の店舗を一括して申請する場合は、別途一覧表（店舗名・所在地）を添付してください。】 

◆事業者･店舗名  

代表者名  

◆所在地 
（複数店舗の一括申
請の場合､代表する
事業所等の所在地） 

〒   -     

 

電話番号（   -   -    ） 

◆店舗の区分 
・該当項目をチェッ
クしてください。 
 

☐ファミリーレストラン・一般食堂 ☐日本料理 ☐西洋料理 ☐中華料理 ☐うどん・そば 

☐ラーメン ☐すし ☐居酒屋 ☐焼肉・韓国料理 ☐喫茶・スイーツ ☐バー・カラオケ  

☐ファストフード ☐ホテル・旅館  

☐スーパーマーケット ☐百貨店 ☐コンビニエンスストア ☐野菜・果物 ☐食肉・鮮魚  

☐その他  ※詳細（                              ） 

担当者連絡先 所属・氏名  

電話番号  FAX番号  

Ｅ-mail           ＠ 

◆HPアドレス http:// 

◆お店からの 

ＰＲポイント 

 

２．取組項目（取り組む項目は、全て○を記入してください。既に取り組み済みのものでも可） 

飲食店・宿泊施設 食料品小売店 

 １ 小盛、ハーフサイズメニュー等の設定  １ 
賞味期限・消費期限が近い順に購入する

ことを促す呼びかけ 

 ２ 来店者からの要望に応じた量の調整 

 ２ 
特典の提供 
(例) 賞味期限・消費期限が迫った食品の値引き、閉店間際

における値引き販売等  ３ 
食べ残し削減の呼びかけ 
（例）宴会での食べきりの呼びかけ、注文受付時に適量注文の

呼びかけ、食べきり協力店である旨の呼びかけ等 

 ４ 
食べ残しの持ち帰り希望者への対応 
(例)食べ残した料理等について、消費期限や食品衛生等の

留意事項を説明した上での持ち帰り、持ち帰り容器の

提供、店内での案内等 

 ３ 
量り売り、ばら売り、少量パック等によ

る販売 

 ５ 特典の提供 
（例）食べきった来店者にポイントや次回割引券の提供等 

 ４ 食品廃棄物のリサイクル 
（例）賞味期限・消費期限切れの食品の飼料化・堆肥化等 

 ６ 食品廃棄物のリサイクル 
（例）仕込み過ぎや食べ残しの食品の飼料化・堆肥化等 

 ５ ポスター等の掲示による啓発活動の実施 

 ７ ポスター等の掲示による啓発活動の実施  ６ 
その他生ごみの減量・食品ロスの削減に

つながる取組 

 ８ 
その他生ごみの減量・食品ロスの削減に

つながる取組 

上記の取組項目について具体的な取組の内容を記入してください。（特典の提供等） 

 

※ 登録後、取組の成果や課題などに関する調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。 

３．前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市、みどり市の「食べきり協力店制度」への登録について 

「ぐんまちゃんの食べきり協力店」の登録により、前橋市内の店舗は、「前橋市食べきり協力店」、高崎市内の店舗は「たか 

さき食品ロス０（ゼロ）協力店」、伊勢崎市内の店舗は、「伊勢崎市食品ロス削減協力店」、渋川市内の店舗は「しぶかわフード 

ラブ協力店」、みどり市内の店舗は、「みどり市食べきり協力店」としても、同時に登録することができます。同時登録を希望 

する場合は、右の枠に○を付けていただくと、県から各所在市へ本申請書の写しを提供致します。 

 これにより、後日、各所在市からも登録に関するご連絡や書類等の送付がありますので、ご承知おきください。 

 



 

（様式第１号別紙） 

登 録 店 舗 一 覧 

 

店 舗 名 所  在  地 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（注）登録済みの事業者において参加店舗を追加する場合は、追加店舗のみ記載してください。 
取組項目が異なる店舗がある場合は、取組項目が同一の店舗ごとに申請書（様式第１号）を 
作成するか、又は、各店舗の取組項目がわかるようにしてください。 

 



（様式第２号）                      令和  年  月  日 

ぐんまちゃんの食べきり協力店登録内容変更届 

【変更項目】（変更する項目をチェックしてください。） 

☐ 基本情報（代表者名，所在地，連絡先，HPアドレスなど） 

☐ 取組項目・内容 

１．基本情報（◆印の内容は，県ホームページに情報を掲載いたします。） 

※ 変更の有無にかかわらず，太枠の項目は必ず記載してください。 

◆事業者･店舗名  

代表者名  

◆所在地 
（複数店舗の一括申
請の場合､代表する
事業所等の所在地） 

〒   -     

 

電話番号（   -   -    ） 

◆店舗の区分 
・該当項目をチェッ
クしてください。 
 

☐ファミリーレストラン・一般食堂 ☐日本料理 ☐西洋料理 ☐中華料理 ☐うどん・そば 

☐ラーメン ☐すし 居酒屋 ☐焼肉・韓国料理 ☐喫茶・スイーツ ☐バー・カラオケ  

☐ファストフード ☐ホテル・旅館  

☐スーパーマーケット ☐百貨店 ☐コンビニエンスストア ☐野菜・果物 ☐食肉・鮮魚  

☐その他 ◆詳細（              ） 

担当者連絡先 所属・氏名  

電話番号  FAX番号  

Ｅ-mail           ＠ 

◆HPアドレス http:// 

２．取組項目 ※ 変更がある場合のみ，変更後の全ての取組項目に○を記入してください。 

飲食店・宿泊施設 食料品小売店 

 １ 小盛、ハーフサイズメニュー等の設定  １ 
賞味期限・消費期限が近い順に購入する

ことを促す呼びかけ 

 ２ 来店者からの要望に応じた量の調整 

 ２ 
特典の提供 
(例) 賞味期限・消費期限が迫った食品の値引き、閉店間際

における値引き販売等  ３ 
食べ残し削減の呼びかけ 
（例）宴会での食べきりの呼びかけ、注文受付時に適量注文の

呼びかけ、食べきり協力店である旨の呼びかけ等 

 ４ 
食べ残しの持ち帰り希望者への対応 
(例)食べ残した料理等について、消費期限や食品衛生等の

留意事項を説明した上での持ち帰り、持ち帰り容器の

提供、店内での案内等 

 ３ 
量り売り、ばら売り、少量パック等によ

る販売 

 ５ 特典の提供 
（例）食べきった来店者にポイントや次回割引券の提供等 

 ４ 食品廃棄物のリサイクル 
（例）賞味期限・消費期限切れの食品の飼料化・堆肥化等 

 ６ 食品廃棄物のリサイクル 
（例）仕込み過ぎや食べ残しの食品の飼料化・堆肥化等 

 ５ ポスター等の掲示による啓発活動の実施 

 ７ ポスター等の掲示による啓発活動の実施  ６ 
その他生ごみの減量・食品ロスの削減に

つながる取組 

 ８ 
その他生ごみの減量・食品ロスの削減に

つながる取組 

上記の取組項目について、変更した取組の内容を具体的に記入してください。 

 

３．変更店舗（複数店舗を一括で登録している場合で，取組項目の変更が一部の店舗のみの場合は，

該当する店舗名を記載してください。（店舗の追加・廃止は様式第１号又は様式第３号による）） 

 

 



（様式第３号）                       令和  年  月  日 

ぐんまちゃんの食べきり協力店登録中止届 

 

ぐんまちゃんの食べきり協力店への登録を中止しますので，以下のとおり届け出ます。 

また，交付されたポスター及びステッカー等の掲示、協力店である旨の表示は中止します。 

１．基本情報（届出者） 

事業者･店舗名  

所在地 
（複数店舗の一括届
出の場合､代表する
事業所等の所在地） 

〒   -     

 

電話番号（   -   -    ） 

担当者連絡先 所属・氏名  

電話番号  FAX番号  

Ｅ-mail           ＠ 

２．中止する理由 

（該当する項目に○を記入し，差し支えのない範囲で具体的理由を記入してください。） 

 店舗の廃止 

 取組の中止 【具体的理由】 

 その他 

３．中止する店舗 

（該当する項目に○を記入し，一部店舗の中止の場合は店舗名等も記載してください。） 

 全店舗（店舗数：   ） 

 以下の店舗（中止店舗数：   、登録継続店舗数：   ） 

店 舗 名 所  在  地 

  

  

  

  

  

（注）欄が不足する場合は，中止店舗一覧（様式任意）を添付してください。 

４．中止年月日 

 令和  年  月  日 

 

 


